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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流駆動型の表示装置であって、
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点に対応して配置された複数の画素回路と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第１の制御線と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第２の制御線と、
　前記走査線を用いて書き込み対象の画素回路を選択すると共に、前記第１および第２の
制御線の電位を制御する走査信号出力回路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じた電位を与える表示信号出力回路とを備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源配線と第２の電源配線との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１の電源配線と前記第２の電源配線との間に、前記電気光学素子と直列に設け
られた駆動素子と、
　　前記駆動素子の制御端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられ、制御端子が前記走査
線に接続された第１のスイッチング素子と、
　　前記コンデンサの第２の電極と第３の電源配線との間に設けられ、制御端子が前記走
査線に接続された第２のスイッチング素子と、
　　前記駆動素子の制御端子と前記電気光学素子側の電流入出力端子との間に設けられ、
制御端子が前記第１の制御線に接続された第３のスイッチング素子と、
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　　前記第３の電源配線と前記駆動素子の制御端子との間に設けられ、制御端子が前記第
２の制御線に接続された第４のスイッチング素子とを含み、
　前記第３の電源配線には、前記駆動素子を導通状態とする電位が印加され、
　前記画素回路に対する書き込み時には、
　　第１の期間では、前記第１および第４のスイッチング素子が導通状態に、前記第２お
よび第３のスイッチング素子が非導通状態に制御され、
　　次に第２の期間では、前記第４のスイッチング素子が非導通状態に、前記第３のスイ
ッチング素子が導通状態に制御され、
　　次に第３の期間では、前記第１および第３のスイッチング素子が非導通状態に、前記
第２のスイッチング素子が導通状態に制御されることを特徴とする、表示装置。
【請求項２】
　前記第３の電源配線の電位は、制御可能に構成されていることを特徴とする、請求項１
に記載の表示装置。
【請求項３】
　電流駆動型の表示装置であって、
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点に対応して配置された複数の画素回路と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第１の制御線と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第２の制御線と、
　前記走査線を用いて書き込み対象の画素回路を選択すると共に、前記第１および第２の
制御線の電位を制御する走査信号出力回路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じた電位を与える表示信号出力回路とを備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源配線と第２の電源配線との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１の電源配線と前記第２の電源配線との間に、前記電気光学素子と直列に設け
られた駆動素子と、
　　前記駆動素子の制御端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられ、制御端子が前記走査
線に接続された第１のスイッチング素子と、
　　前記コンデンサの第２の電極と所定の電源配線との間に設けられ、制御端子が前記走
査線に接続された第２のスイッチング素子と、
　　前記駆動素子の制御端子と前記電気光学素子側の電流入出力端子との間に設けられ、
制御端子が前記第１の制御線に接続された第３のスイッチング素子と、
　　第３の電源配線と前記駆動素子の制御端子との間に設けられ、制御端子が前記第２の
制御線に接続された第４のスイッチング素子とを含み、
　前記第３の電源配線には、前記駆動素子を導通状態とする電位が印加され、
　前記画素回路に対する書き込み時には、
　　前記第２の電源配線の電位は、前記電気光学素子への印加電圧が発光閾値電圧より低
くなるように制御され、
　　第１の期間では、前記第１および第４のスイッチング素子が導通状態に、前記第２お
よび第３のスイッチング素子が非導通状態に制御され、
　　次に第２の期間では、前記第４のスイッチング素子が非導通状態に、前記第３のスイ
ッチング素子が導通状態に制御され、
　　次に第３の期間では、前記第１および第３のスイッチング素子が非導通状態に、前記
第２のスイッチング素子が導通状態に制御されることを特徴とする、表示装置。
【請求項４】
　電流駆動型の表示装置であって、
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点に対応して配置された複数の画素回路と、
　前記走査線と平行に配置された複数の制御線と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第３の電源配線と、
　前記走査線を用いて書き込み対象の画素回路を選択すると共に、前記制御線の電位を制
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御する走査信号出力回路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じた電位を与える表示信号出力回路と、
　前記第３の電源配線の電位を制御する基準電位制御回路とを備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源配線と第２の電源配線との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１の電源配線と前記第２の電源配線との間に、前記電気光学素子と直列に設け
られた駆動素子と、
　　前記駆動素子の制御端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられ、制御端子が前記走査
線に接続された第１のスイッチング素子と、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記第１の電源配線との間に設けられ、制御端子が前
記走査線に接続された第２のスイッチング素子と、
　　前記駆動素子の制御端子と前記電気光学素子側の電流入出力端子との間に設けられ、
制御端子が前記制御線に接続された第３のスイッチング素子と、
　　前記第３の電源配線と前記駆動素子の制御端子との間に設けられ、制御端子が前記第
３の電源配線に接続された第４のスイッチング素子とを含み、
　前記第３の電源配線の電位は、前記第４のスイッチング素子および前記駆動素子を導通
状態にする電位と前記第４のスイッチング素子を非導通状態にする電位との間で切り替え
られ、
　前記画素回路に対する書き込み時には、
　　第１の期間では、前記第１および第４のスイッチング素子が導通状態に、前記第２お
よび第３のスイッチング素子が非導通状態に制御され、
　　次に第２の期間では、前記第４のスイッチング素子が非導通状態に、前記第３のスイ
ッチング素子が導通状態に制御され、
　　次に第３の期間では、前記第１および第３のスイッチング素子が非導通状態に、前記
第２のスイッチング素子が導通状態に制御されることを特徴とする、表示装置。
【請求項５】
　前記画素回路は、前記駆動素子と前記電気光学素子との間に設けられた第５のスイッチ
ング素子をさらに含む、請求項４に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、表示装置に関し、より特定的には、有機ＥＬディスプレイやＦＥＤなどの電
流駆動型表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、薄型、軽量、高速応答可能な表示装置の需要が高まり、これに伴い、有機ＥＬ（
Electro Luminescence）ディスプレイやＦＥＤ（Field Emission Display）に関する研究
開発が活発に行われている。
【０００３】
　有機ＥＬディスプレイに含まれる有機ＥＬ素子は、印加される電圧が高く、流れる電流
が多いほど、高い輝度で発光する。ところが、有機ＥＬ素子の輝度と電圧の関係は、駆動
時間や周辺温度などの影響を受けて容易に変動する。このため、有機ＥＬディスプレイに
電圧制御型の駆動方式を適用すると、有機ＥＬ素子の輝度のばらつきを抑えることが非常
に困難になる。これに対して、有機ＥＬ素子の輝度は電流にほぼ比例し、この比例関係は
周辺温度などの外的要因の影響を受けにくい。したがって、有機ＥＬディスプレイには電
流制御型の駆動方式を適用することが好ましい。
【０００４】
　一方、表示装置の画素回路や駆動回路は、アモルファスシリコン、低温多結晶シリコン
、ＣＧ（Continuous Grain）シリコンなどで構成されたＴＦＴ（Thin Film Transistor：
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薄膜トランジスタ）を用いて構成される。ところが、ＴＦＴの特性（例えば、閾値電圧や
移動度）には、ばらつきが生じやすい。そこで、有機ＥＬディスプレイの画素回路にはＴ
ＦＴの特性のばらつきを補償する回路が設けられ、この回路の作用により有機ＥＬ素子の
輝度のばらつきが抑えられる。
【０００５】
　電流駆動型の駆動方式においてＴＦＴの特性のばらつきを補償する方式は、駆動用ＴＦ
Ｔに流れる電流の量を電流信号で制御する電流プログラム方式と、この電流の量を電圧信
号で制御する電圧プログラム方式とに大別される。電流プログラム方式を用いれば閾値電
圧と移動度のばらつきを補償することができ、電圧プログラム方式を用いれば閾値電圧の
ばらつきのみを補償することができる。
【０００６】
　ところが、電流プログラム方式には、第１に、非常に微少な量の電流を扱うので画素回
路や駆動回路の設計が困難である、第２に、電流信号を設定する間に寄生容量の影響を受
けやすいので大面積化が困難であるという問題がある。これに対して、電圧プログラム方
式では、寄生容量などの影響は軽微であり、回路設計も比較的容易である。また、移動度
のばらつきが電流量に与える影響は、閾値電圧のばらつきが電流量に与える影響よりも小
さく、移動度のばらつきはＴＦＴ作製工程である程度抑えることができる。したがって、
電圧プログラム方式を適用した表示装置でも、十分な表示品位が得ることができる。
【０００７】
　電流駆動型の駆動方式を適用した有機ＥＬディスプレイについては、従来から、以下に
示す画素回路が知られている。図１７は、特許文献１に記載された画素回路の回路図であ
る。図１７に示す画素回路９１０は、駆動用ＴＦＴ９１１、スイッチ用ＴＦＴ９１２～９
１４、コンデンサ９１５、９１６、および、有機ＥＬ素子９１７を備えている。画素回路
９１０に含まれるＴＦＴは、いずれもｐチャネル型である。
【０００８】
　画素回路９１０では、電源配線Ｖｐ（電位をＶＤＤとする）とグランドとの間に、駆動
用ＴＦＴ９１１、スイッチ用ＴＦＴ９１４および有機ＥＬ素子９１７が直列に設けられて
いる。駆動用ＴＦＴ９１１のゲート端子とデータ線Ｓｊとの間には、コンデンサ９１５お
よびスイッチ用ＴＦＴ９１２が直列に設けられている。駆動用ＴＦＴ９１１のゲート端子
とドレイン端子との間にはスイッチ用ＴＦＴ９１３が設けられ、駆動用ＴＦＴ９１１のゲ
ート端子と電源配線Ｖｐとの間にはコンデンサ９１６が設けられている。スイッチ用ＴＦ
Ｔ９１２のゲート端子は走査線Ｇｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ９１３のゲート端子は
オートゼロ線ＡＺｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ９１４のゲート端子は照明線ＩＬｉに
接続されている。
【０００９】
　図１８は、画素回路９１０のタイミングチャートである。時刻ｔ０より前では、走査線
Ｇｉとオートゼロ線ＡＺｉの電位はハイレベルに、照明線ＩＬｉの電位はローレベルに、
データ線Ｓｊの電位は基準電位Ｖｓｔｄに制御される。時刻ｔ０において走査線Ｇｉの電
位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ９１２が導通状態に変化する。次に時刻
ｔ１においてオートゼロ線ＡＺｉの電位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ９
１３が導通状態に変化する。これにより、駆動用ＴＦＴ９１１のゲート端子とドレイン端
子は同電位となる。
【００１０】
　次に時刻ｔ２において照明線ＩＬｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦ
Ｔ９１４が非導通状態に変化する。このとき、電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ９１１とス
イッチ用ＴＦＴ９１３を経由して駆動用ＴＦＴ９１１のゲート端子に電流が流れ込み、駆
動用ＴＦＴ９１１のゲート端子電位は駆動用ＴＦＴ９１１が導通状態である間は上昇する
。駆動用ＴＦＴ９１１は、ゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ（負の値）になる（す
なわち、ゲート端子電位が（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）になる）と、非導通状態に変化する。した
がって、駆動用ＴＦＴ９１１のゲート端子電位は（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）まで上昇する。
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【００１１】
　次に時刻ｔ３においてオートゼロ線ＡＺｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ
用ＴＦＴ９１３が非導通状態に変化する。このときコンデンサ９１５には、駆動用ＴＦＴ
９１１のゲート端子とデータ線Ｓｊとの電位差（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ－Ｖｓｔｄ）が保持され
る。
【００１２】
　次に時刻ｔ４においてデータ線Ｓｊの電位が基準電位Ｖｓｔｄからデータ電位Ｖｄａｔ
ａに変化すると、駆動用ＴＦＴ９１１のゲート端子電位は、同じ量（Ｖｄａｔａ－Ｖｓｔ
ｄ）だけ変化して（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋Ｖｄａｔａ－Ｖｓｔｄ）となる。次に時刻ｔ５にお
いて走査線Ｇｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ９１２が非導通状態
に変化する。このときコンデンサ９１６には、駆動用ＴＦＴ９１１のゲート－ソース間電
圧（Ｖｔｈ＋Ｖｄａｔａ－Ｖｓｔｄ）が保持される。
【００１３】
　次に時刻ｔ６において照明線ＩＬｉの電位がローレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦ
Ｔ９１４が導通状態に変化する。これにより、電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ９１１とス
イッチ用ＴＦＴ９１４を経由して有機ＥＬ素子９１７に電流が流れる。駆動用ＴＦＴ９１
１を流れる電流の量はゲート端子電位（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋Ｖｄａｔａ－Ｖｓｔｄ）に応じ
て増減するが、閾値電圧Ｖｔｈが異なっていても電位差（Ｖｄａｔａ－Ｖｓｔｄ）が同じ
であれば電流量は同じである。したがって、閾値電圧Ｖｔｈの値にかかわらず、有機ＥＬ
素子９１７には電位Ｖｄａｔａに応じた量の電流が流れ、有機ＥＬ素子９１７はデータ電
位Ｖｄａｔａに応じた輝度で発光する。
【００１４】
　このように画素回路９１０によれば、駆動用ＴＦＴ９１１の閾値電圧のばらつきを補償
し、有機ＥＬ素子９１７を所望の輝度で発光させることができる。
【００１５】
　図１９は、特許文献２に記載された画素回路の回路図である。図１９に示す画素回路９
２０は、駆動用ＴＦＴ９２１、スイッチ用ＴＦＴ９２２～９２５、コンデンサ９２６、お
よび、有機ＥＬ素子９２７を備えている。スイッチ用ＴＦＴ９２３、９２５はｎチャネル
型、他のＴＦＴはｐチャネル型である。
【００１６】
　画素回路９２０では、電源配線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍ（電位をそれぞれＶＤＤ、ＶＳ
Ｓとする）との間に、駆動用ＴＦＴ９２１、スイッチ用ＴＦＴ９２５および有機ＥＬ素子
９２７が直列に設けられている。駆動用ＴＦＴ９２１のゲート端子とデータ線Ｓｊとの間
には、コンデンサ９２６およびスイッチ用ＴＦＴ９２２が直列に設けられている。以下、
駆動用ＴＦＴ９２１とコンデンサ９２６の接続点をＡ、コンデンサ９２６とスイッチ用Ｔ
ＦＴ９２２の接続点をＢという。接続点Ｂと電源配線Ｖｐとの間にはスイッチ用ＴＦＴ９
２３が設けられ、接続点Ａと駆動用ＴＦＴ９２１のドレイン端子との間にはスイッチ用Ｔ
ＦＴ９２４が設けられている。スイッチ用ＴＦＴ９２２～９２５のゲート端子は、いずれ
も走査線Ｇｉに接続されている。
【００１７】
　図２０は、画素回路９２０のタイミングチャートである。時刻ｔ０より前では、走査線
Ｇｉの電位はハイレベルに制御される。時刻ｔ０において走査線Ｇｉの電位がローレベル
に変化すると、スイッチ用ＴＦＴ９２２、９２４は導通状態、スイッチ用ＴＦＴ９２３、
９２５は非導通状態に変化する。これにより、接続点Ｂは電源配線Ｖｐから切り離され、
スイッチ用ＴＦＴ９２２を介してデータ線Ｓｊに接続される。また、駆動用ＴＦＴ９２１
のゲート端子とドレイン端子は同電位となる。このため、電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ
９２１とスイッチ用ＴＦＴ９２４を経由して駆動用ＴＦＴ９２１のゲート端子に電流が流
れ込み、接続点Ａの電位は駆動用ＴＦＴ９２１が導通状態である間は上昇する。駆動用Ｔ
ＦＴ９２１は、ゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ（負の値）になる（すなわち、接
続点Ａの電位が（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）になる）と、非導通状態に変化する。したがって、接
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続点Ａの電位は（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）まで上昇する。
【００１８】
　次に時刻ｔ１において、データ線Ｓｊの電位が前回のデータ電位Ｖｄａｔａ０（１行上
の画素回路に書き込まれたデータ電位）から今回のデータ電位Ｖｄａｔａに変化すると、
接続点Ｂの電位はＶｄａｔａに変化する。したがって、時刻ｔ２直前におけるコンデンサ
９２６の電極間電圧は、接続点Ａと接続点Ｂの電位差（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ－Ｖｄａｔａ）と
なる。
【００１９】
　次に時刻ｔ２において走査線Ｇｉの電位がハイレベルに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ
９２２、９２４は非導通状態、スイッチ用ＴＦＴ９２３、９２５は導通状態に変化する。
これにより、駆動用ＴＦＴ９２１のゲート端子はドレイン端子から切り離される。また、
接続点Ｂはデータ線Ｓｊから切り離され、スイッチ用ＴＦＴ９２３を介して電源配線Ｖｐ
に接続される。これにより、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａからＶＤＤに変化し、これに伴
い、接続点Ａの電位は同じ量（ＶＤＤ－Ｖｄａｔａ；以下、ＶＢという）だけ変化して（
ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＢ）となる。
【００２０】
　また、時刻ｔ２以降、スイッチ用ＴＦＴ９２５が導通状態となるので、電源配線Ｖｐか
ら駆動用ＴＦＴ９２１とスイッチ用ＴＦＴ９２５を経由して有機ＥＬ素子９２７に電流が
流れる。駆動用ＴＦＴ９２１を流れる電流の量は、ゲート端子電位（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋Ｖ
Ｂ）に応じて増減するが、閾値電圧Ｖｔｈが異なっていても電位差ＶＢが同じであれば電
流量は同じである。したがって、閾値電圧Ｖｔｈの値にかかわらず、有機ＥＬ素子９２７
には電位Ｖｄａｔａに応じた量の電流が流れ、有機ＥＬ素子９２７はデータ電位Ｖｄａｔ
ａに応じた輝度で発光する。
【００２１】
　このように画素回路９２０によれば、画素回路９１０と同様に、駆動用ＴＦＴ９２１の
閾値電圧のばらつきを補償し、有機ＥＬ素子９２７を所望の輝度で発光させることができ
る。また、画素回路９２０には、画素回路９１０と比べてコンデンサ９１６、オートゼロ
線ＡＺｉおよび照明線ＩＬｉがない分、回路規模が小さいという利点もある。なお、画素
回路９２０では、ｐチャネル型の駆動用ＴＦＴ９２１を導通状態にするために、電位差Ｖ
Ｂは負（すなわち、Ｖｄａｔａ＞ＶＤＤ）である必要がある。
【特許文献１】国際公開第９８／４８４０３号パンフレット
【特許文献２】日本国特開２００５－１５７３０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２２】
　しかしながら、画素回路９２０には、駆動用ＴＦＴ９２１の閾値電圧のばらつきを正し
く補償できないことがあるという問題がある。例えば、前フレームでは駆動用ＴＦＴ９２
１に電流がほとんど流れない場合（黒表示を行う場合）、図２０の時刻ｔ０における接続
点Ａの電位ＶＡはほぼ（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）となる。接続点Ｂの電位が時刻ｔ０から時刻ｔ
１の間にＶＤＤからＶｄａｔａに変化すると、これに伴い接続点Ａの電位も変化する。と
ころが、上述したようにＶｄａｔａ＞ＶＤＤであるので、接続点Ａの電位がほぼ（ＶＤＤ
＋Ｖｔｈ）であるときに接続点Ｂの電位がＶＤＤからＶｄａｔａに上昇すると、接続点Ａ
の電位は（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）よりも高くなる。このため、駆動用ＴＦＴ９２１は、電流を
ほとんど流さない状態からさらに電流を流さない状態に制御され、導通状態にならない。
この場合、上記の方法で駆動用ＴＦＴ９２１の閾値電圧のばらつきを補償することができ
ない。
【００２３】
　特許文献２には、画素回路９２０に加えて、図２１に示す画素回路９３０も記載されて
いる。画素回路９３０では、スイッチ用ＴＦＴ９２２、９２４のゲート端子は走査線Ｇｉ
に接続され、スイッチ用ＴＦＴ９２３、９２５のゲート端子は制御線Ｅｉに接続されてい
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る。画素回路９３０によれば、スイッチ用ＴＦＴ９２４を導通状態に変化させた後にスイ
ッチ用ＴＦＴ９２５を非導通状態に変化させることにより、駆動用ＴＦＴ９２１のゲート
端子電位を共通陰極Ｖｃｏｍの電位ＶＳＳに引き込むことができる。このとき駆動用ＴＦ
Ｔ９２１は導通状態となるので、上記の方法で駆動用ＴＦＴ９２１の閾値電圧のばらつき
を補償することができる。なお、特許文献２には、画素回路９３０の構成は記載されてい
るが、画素回路９３０を上記のタイミングで動作させることは明記されていない。
【００２４】
　ところが、画素回路９３０を上記のタイミングで動作させると、駆動用ＴＦＴ９２１の
ゲート端子電位を共通陰極Ｖｃｏｍの電位ＶＳＳに引き込むときに、有機ＥＬ素子９２７
に電流が流れ、有機ＥＬ素子９２７が発光する。このときの駆動用ＴＦＴ９２１のゲート
端子電位は外部から正確に制御できないので、画素回路９３０を外部から制御しても有機
ＥＬ素子９２７の不要な発光を抑えることはできない。このため、画素回路９３０を上記
のタイミングで動作させると、正確な階調表示が困難になる。また、黒表示のときにも有
機ＥＬ素子９２７が発光するので、表示画面のコントラストが低下する。
【００２５】
　また、画素回路９２０では、走査線Ｇｉの電位がローレベルである間（１水平走査期間
内）に、駆動用ＴＦＴの閾値電圧のばらつきを補償する処理が完了する。したがって、駆
動用ＴＦＴ９２１のゲート端子電位（接続点Ａの電位）は、１水平走査期間内に以前の電
位から閾値状態の電位（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）に変化する必要がある。
【００２６】
　ところが、図２０の時刻ｔ０における接続点Ａの電位ＶＡは、画素回路９２０に前回書
き込まれたデータ電位によってすべて異なる。接続点Ａの電位は、例えば、時刻ｔ０より
前に有機ＥＬ素子９２７が最大輝度で発光するときに（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）から最も離れ、
時刻ｔ０より前に有機ＥＬ素子９２７が発光しないときに（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）に最も近づ
く。しかし、いずれの場合においても、接続点Ａの電位は、１水平走査期間内に（ＶＤＤ
＋Ｖｔｈ）に変化する必要がある。このため、１水平走査期間が短い高精細の表示装置で
は、駆動用ＴＦＴの閾値電圧のばらつきを正確に補償することが困難になる。
【００２７】
　それ故に、本発明は、駆動素子の閾値電圧のばらつきを正しく補償すると共に、電気光
学素子の不要な発光を防止した表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２８】
　本発明の第１の局面は、電流駆動型の表示装置であって、
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点に対応して配置された複数の画素回路と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第１の制御線と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第２の制御線と、
　前記走査線を用いて書き込み対象の画素回路を選択すると共に、前記第１および第２の
制御線の電位を制御する走査信号出力回路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じた電位を与える表示信号出力回路とを備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源配線と第２の電源配線との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１の電源配線と前記第２の電源配線との間に、前記電気光学素子と直列に設け
られた駆動素子と、
　　前記駆動素子の制御端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられ、制御端子が前記走査
線に接続された第１のスイッチング素子と、
　　前記コンデンサの第２の電極と第３の電源配線との間に設けられ、制御端子が前記走
査線に接続された第２のスイッチング素子と、
　　前記駆動素子の制御端子と前記電気光学素子側の電流入出力端子との間に設けられ、
制御端子が前記第１の制御線に接続された第３のスイッチング素子と、
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　　前記第３の電源配線と前記駆動素子の制御端子との間に設けられ、制御端子が前記第
２の制御線に接続された第４のスイッチング素子とを含み、
　前記第３の電源配線には、前記駆動素子を導通状態とする電位が印加され、
　前記画素回路に対する書き込み時には、
　　第１の期間では、前記第１および第４のスイッチング素子が導通状態に、前記第２お
よび第３のスイッチング素子が非導通状態に制御され、
　　次に第２の期間では、前記第４のスイッチング素子が非導通状態に、前記第３のスイ
ッチング素子が導通状態に制御され、
　　次に第３の期間では、前記第１および第３のスイッチング素子が非導通状態に、前記
第２のスイッチング素子が導通状態に制御されることを特徴とする。
【００３７】
　本発明の第２の局面は、本発明の第１の局面において、
　前記第３の電源配線の電位は、制御可能に構成されていることを特徴とする。
【００３９】
　本発明の第３の局面は、電流駆動型の表示装置であって、
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点に対応して配置された複数の画素回路と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第１の制御線と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第２の制御線と、
　前記走査線を用いて書き込み対象の画素回路を選択すると共に、前記第１および第２の
制御線の電位を制御する走査信号出力回路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じた電位を与える表示信号出力回路とを備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源配線と第２の電源配線との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１の電源配線と前記第２の電源配線との間に、前記電気光学素子と直列に設け
られた駆動素子と、
　　前記駆動素子の制御端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられ、制御端子が前記走査
線に接続された第１のスイッチング素子と、
　　前記コンデンサの第２の電極と所定の電源配線との間に設けられ、制御端子が前記走
査線に接続された第２のスイッチング素子と、
　　前記駆動素子の制御端子と前記電気光学素子側の電流入出力端子との間に設けられ、
制御端子が前記第１の制御線に接続された第３のスイッチング素子と、
　　第３の電源配線と前記駆動素子の制御端子との間に設けられ、制御端子が前記第２の
制御線に接続された第４のスイッチング素子とを含み、
　前記第３の電源配線には、前記駆動素子を導通状態とする電位が印加され、
　前記画素回路に対する書き込み時には、
　　前記第２の電源配線の電位は、前記電気光学素子への印加電圧が発光閾値電圧より低
くなるように制御され、
　　第１の期間では、前記第１および第４のスイッチング素子が導通状態に、前記第２お
よび第３のスイッチング素子が非導通状態に制御され、
　　次に第２の期間では、前記第４のスイッチング素子が非導通状態に、前記第３のスイ
ッチング素子が導通状態に制御され、
　　次に第３の期間では、前記第１および第３のスイッチング素子が非導通状態に、前記
第２のスイッチング素子が導通状態に制御されることを特徴とする。
【００４０】
　本発明の第４の局面は、電流駆動型の表示装置であって、
　複数の走査線と複数のデータ線の各交差点に対応して配置された複数の画素回路と、
　前記走査線と平行に配置された複数の制御線と、
　前記走査線と平行に配置された複数の第３の電源配線と、
　前記走査線を用いて書き込み対象の画素回路を選択すると共に、前記制御線の電位を制
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御する走査信号出力回路と、
　前記データ線に対して、表示データに応じた電位を与える表示信号出力回路と、
　前記第３の電源配線の電位を制御する基準電位制御回路とを備え、
　前記画素回路は、
　　第１の電源配線と第２の電源配線との間に設けられた電気光学素子と、
　　前記第１の電源配線と前記第２の電源配線との間に、前記電気光学素子と直列に設け
られた駆動素子と、
　　前記駆動素子の制御端子に第１の電極が接続されたコンデンサと、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記データ線との間に設けられ、制御端子が前記走査
線に接続された第１のスイッチング素子と、
　　前記コンデンサの第２の電極と前記第１の電源配線との間に設けられ、制御端子が前
記走査線に接続された第２のスイッチング素子と、
　　前記駆動素子の制御端子と前記電気光学素子側の電流入出力端子との間に設けられ、
制御端子が前記制御線に接続された第３のスイッチング素子と、
　　前記第３の電源配線と前記駆動素子の制御端子との間に設けられ、制御端子が前記第
３の電源配線に接続された第４のスイッチング素子とを含み、
　前記第３の電源配線の電位は、前記第４のスイッチング素子および前記駆動素子を導通
状態にする電位と前記第４のスイッチング素子を非導通状態にする電位との間で切り替え
られ、
　前記画素回路に対する書き込み時には、
　　第１の期間では、前記第１および第４のスイッチング素子が導通状態に、前記第２お
よび第３のスイッチング素子が非導通状態に制御され、
　　次に第２の期間では、前記第４のスイッチング素子が非導通状態に、前記第３のスイ
ッチング素子が導通状態に制御され、
　　次に第３の期間では、前記第１および第３のスイッチング素子が非導通状態に、前記
第２のスイッチング素子が導通状態に制御されることを特徴とする。
【００４１】
　本発明の第５の局面は、本発明の第４の局面において、
　前記画素回路は、前記駆動素子と前記電気光学素子との間に設けられた第５のスイッチ
ング素子をさらに含む。
【発明の効果】
【００４３】
　本発明の第１の局面によれば、駆動素子を導通状態とする電位を第３の電源配線に印加
し、第４のスイッチング素子を導通状態に制御することにより、駆動素子の制御端子に第
３の電源配線の電位を与え、画素回路の以前の状態にかかわらず、駆動素子を必ず導通状
態に設定することができる。したがって、第３のスイッチング素子を導通状態に制御した
ときに、駆動素子を確実に閾値状態（閾値電圧が印加された状態）に設定し、駆動素子の
閾値電圧のばらつきを正しく補償することができる。第１の期間では、コンデンサの第１
の電極には第３の電源配線の電位が与えられ、コンデンサの第２の電極には表示データに
応じた電位（以下、データ電位ともいう）が与えられ、コンデンサにはこれら２つの電位
の差が保持される。第２の期間では、駆動素子が閾値状態となるまでコンデンサの第１の
電極の電位が変化し、これに伴い、コンデンサに保持された電位差は、データ電位と駆動
素子の閾値電圧との差に変化する。第３の期間では、コンデンサが上記の電位差を保持し
たままで、コンデンサの第２の電極の電位が、データ電位から所定の電源配線の電位に変
化する。このため、その後の駆動素子の制御端子電位は、駆動素子が閾値状態となる電位
に、所定の電源配線の電位とデータ電位の差を加えた電位となる。したがって、駆動素子
に流れる電流の量は、閾値電圧が異なっていてもデータ電位が同じであれば、同じになる
。このようにして駆動素子の閾値電圧のばらつきを補償することができる。また、第４の
スイッチング素子が非導通状態に変化した後に、第３のスイッチング素子が導通状態に変
化するので、第１の電源配線から駆動素子と第３および第４のスイッチング素子を経由し
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て第３の電源配線に電流が流れ込むことを防止し、第３の電源配線の電位を安定に保つこ
とができる。また、第２のスイッチング素子を導通状態に制御することにより、コンデン
サの第２の電極に第３の電源配線の電位を与えることができる。したがって、コンデンサ
の第１の電極に接続された駆動素子の制御端子の電位を、表示データに応じたレベルに保
つことができる。
【００５１】
　本発明の第２の局面によれば、駆動素子の制御端子電位は、第３の電源配線の電位とデ
ータ電位の差に応じて増減するので、第３の電源配線の電位を制御することにより、すべ
ての電気光学素子の輝度を一律に調整することができる。したがって、少量の回路を追加
するだけで、表示データを変更することなく、ピーク輝度調整を容易に行うことができる
。
【００５３】
　本発明の第３の局面によれば、第１の局面と同様に、第３のスイッチング素子を導通状
態に制御したときに、駆動素子を確実に閾値状態に設定し、駆動素子の閾値電圧のばらつ
きを正しく補償することができる。また、画素回路に対する書き込み時に、第２の電源配
線の電位を制御することにより、第１の電源配線と第２の電源配線との間にスイッチング
素子を設けなくても、電気光学素子に電流が流れないようにすることができる。これによ
り、より少ない回路量で、駆動素子を正しく閾値状態に設定すると共に、電気光学素子の
不要な発光を防止することができる。
【００５４】
　本発明の第４の局面によれば、第１の局面と同様に、第３のスイッチング素子を導通状
態に制御したときに、駆動素子を確実に閾値状態に設定し、駆動素子の閾値電圧のばらつ
きを正しく補償することができる。また、第４のスイッチング素子を第３の電源配線にダ
イオード接続し、第３の電源配線の電位を所定のレベル間で切り替えることにより、第４
のスイッチング素子を導通状態および非導通状態に切り替え、駆動素子を導通状態に設定
することができる。したがって、第４のスイッチング素子を制御する配線が不要となるの
で、表示装置の回路規模を削減することができる。
【００５５】
　本発明の第５の局面によれば、画素回路に対する書き込み時に、第５のスイッチング素
子を非導通状態に制御することにより、駆動素子から電気光学素子に流れる電流を遮断す
ることができる。これにより、駆動素子を正しく閾値状態に設定すると共に、電気光学素
子の不要な発光を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の第１～第４（第２を除く）の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図２】本発明の第１の参考例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図３】図２に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図５】図４に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図６】第２の参考例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図７】図６に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図８】本発明の第２の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図１０】図９に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図１２】図１１に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図１３】本発明の第４の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
【図１４】図１３に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図１５】第３の参考例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
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【図１６】図１５に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図１７】従来の表示装置に含まれる画素回路（第１の例）の回路図である。
【図１８】図１７に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図１９】従来の表示装置に含まれる画素回路（第２の例）の回路図である。
【図２０】図１９に示す画素回路のタイミングチャートである。
【図２１】従来の表示装置に含まれる画素回路（第３の例）の回路図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１０、４０…表示装置
　１１…表示制御回路
　１２…ゲートドライバ回路
　１３…ソースドライバ回路
　１４…基準電源調整回路
　２１…シフトレジスタ
　２２…レジスタ
　２３…ラッチ回路
　２４…Ｄ／Ａコンバータ
　４８…基準電位制御回路
　１００、２００、３００、４００、５００、６００、７００…画素回路
　１１０、２１０、３１０、４１０、５１０、６１０、７１０…駆動用ＴＦＴ
　１１１～１１５、２１１～２１４、３１１～３１５、４１１～４１５、５１１～５１５
、６１１～６１５、７１１～７１５…スイッチ用ＴＦＴ
　１２０、２２０、３２０、４２０、５２０、６２０、７２０…コンデンサ
　１３０、２３０、３３０、４３０、５３０、６３０、７３０…有機ＥＬ素子
　Ｖｐ…電源配線
　Ｖｓ…基準電源配線
　Ｖｃｏｍ…共通陰極
　ＣＡｉ…陰極配線
　Ｗｉ、Ｒｉ、Ｅｉ…制御線
　Ｇｉ…走査線
　Ｓｊ…データ線
【発明を実施するための最良の形態】
【００５９】
　以下、図１～図１６を参照して、本発明の第１～第４の実施形態に係る表示装置と３種
類の参考例に係る表示装置について説明する。各実施形態に係る表示装置は、電気光学素
子、駆動素子、コンデンサおよび複数のスイッチング素子を含む画素回路を備えている。
画素回路は、電気光学素子として有機ＥＬ素子を含み、駆動素子およびスイッチング素子
としてＣＧシリコンＴＦＴで構成された駆動用ＴＦＴおよびスイッチ用ＴＦＴを含んでい
る。なお、駆動素子およびスイッチング素子は、ＣＧシリコンＴＦＴ以外にも、例えばア
モルファスシリコンＴＦＴや低温ポリシリコンＴＦＴなどで構成することができる。駆動
素子およびスイッチング素子をＴＦＴで構成することにより、画素回路を容易かつ高精度
で製造することができる。
【００６０】
　ＣＧシリコンＴＦＴの構成は、Inukai、他７名、“4.0-in. TFT-OLED Displays and a 
Novel Digital Driving Method”、SID'00 Digest 、pp.924-927に開示されている。ＣＧ
シリコンＴＦＴの製造プロセスは、Takayama、他５名、“Continuous Grain Silicon Tec
hnology and Its Applications for Active Matrix Display”、AMD-LCD 2000、pp.25-28
に開示されている。有機ＥＬ素子の構成は、Friend、“Polymer Light-Emitting Diodes 
for use in Flat Panel Display ”、AM-LCD'01 、pp.211-214に開示されている。そこで
、これらの事項については説明を省略する。
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【００６１】
　図１は、本発明の第１～第４（第２を除く）の実施形態および第１～第３の参考例に係
る表示装置の構成を示すブロック図である。図１に示す表示装置１０は、複数の画素回路
Ａｉｊ（ｉは１以上ｎ以下の整数、ｊは１以上ｍ以下の整数）、表示制御回路１１、ゲー
トドライバ回路１２、ソースドライバ回路１３、および、基準電源調整回路１４を備えて
いる。表示装置１０には、互いに平行な複数の走査線Ｇｉと、走査線Ｇｉと直交する互い
に平行な複数のデータ線Ｓｊとが設けられる。画素回路Ａｉｊは、走査線Ｇｉとデータ線
Ｓｊの各交差点に対応してマトリクス状に配置されている。
【００６２】
　これに加えて表示装置１０には、互いに平行な複数の制御線（Ｗｉ、Ｒｉなど；図示せ
ず）が走査線Ｇｉと平行に配置されている。走査線Ｇｉと制御線はゲートドライバ回路１
２に接続され、データ線Ｓｊはソースドライバ回路１３に接続されている。ゲートドライ
バ回路１２とソースドライバ回路１３は、画素回路Ａｉｊの駆動回路として機能する。
【００６３】
　表示制御回路１１は、ゲートドライバ回路１２に対してタイミング信号ＯＥ、スタート
パルスＹＩおよびクロックＹＣＫを出力し、ソースドライバ回路１３に対してスタートパ
ルスＳＰ、クロックＣＬＫ、表示データＤＡおよびラッチパルスＬＰを出力し、基準電源
調整回路１４に対して電圧制御信号ＰＤＡを出力する。
【００６４】
　ゲートドライバ回路１２は、シフトレジスタ回路、論理演算回路およびバッファ（いず
れも図示せず）を含んでいる。シフトレジスタ回路は、クロックＹＣＫに同期してスター
トパルスＹＩを順次転送する。論理演算回路は、シフトレジスタ回路の各段から出力され
たパルスとタイミング信号ＯＥとの間で論理演算を行う。論理演算回路の出力は、バッフ
ァを経由して、対応する走査線Ｇｉや制御線Ｗｉ、Ｒｉなどに与えられる。このようにゲ
ートドライバ回路１２は、走査線Ｇｉを用いて書き込み対象の画素回路を選択する走査信
号出力回路として機能する。
【００６５】
　ソースドライバ回路１３は、ｍビットのシフトレジスタ２１、レジスタ２２、ラッチ回
路２３、および、ｍ個のＤ／Ａコンバータ２４を含んでいる。シフトレジスタ２１は、縦
続接続されたｍ個の１ビットレジスタを含んでいる。シフトレジスタ２１は、クロックＣ
ＬＫに同期してスタートパルスＳＰを順次転送し、各段のレジスタからタイミングパルス
ＤＬＰを出力する。タイミングパルスＤＬＰの出力タイミングに合わせて、レジスタ２２
には表示データＤＡが供給される。レジスタ２２は、タイミングパルスＤＬＰに従い、表
示データＤＡを記憶する。レジスタ２２に１行分の表示データＤＡが記憶されると、表示
制御回路１１はラッチ回路２３に対してラッチパルスＬＰを出力する。ラッチ回路２３は
、ラッチパルスＬＰを受け取ると、レジスタ２２に記憶された表示データを保持する。Ｄ
／Ａコンバータ２４は、各データ線Ｓｊに１つずつ設けられる。Ｄ／Ａコンバータ２４は
、ラッチ回路２３に保持された表示データをアナログ信号電圧に変換し、対応するデータ
線Ｓｊに与える。このようにソースドライバ回路１３は、データ線Ｓｊに対して表示デー
タに応じた電位を与える表示信号出力回路として機能する。
【００６６】
　なお、表示装置１０を小型、低コスト化するために、ゲートドライバ回路１２やソース
ドライバ回路１３の全部または一部を、ＣＧシリコンＴＦＴや多結晶シリコンＴＦＴなど
を用いて画素回路Ａｉｊと同じ基板上に形成することが好ましい。
【００６７】
　基準電源調整回路１４は、電圧制御信号ＰＤＡに基づき、基準電源配線Ｖｓに印加され
る電位（以下、基準電位Ｖｓｔｄという）のレベルを調整する。すべての画素回路Ａｉｊ
は、基準電源配線Ｖｓに接続されており、基準電源調整回路１４から基準電位Ｖｓｔｄの
供給を受ける。また、図１では省略されているが、画素回路Ａｉｊの配置領域には、画素
回路Ａｉｊに電源電圧を供給するために、電源配線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍ（または陰極
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配線ＣＡｉ）が配置されている。
【００６８】
　以下、各実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路Ａｉｊの詳細を説明する。以下の
説明では、スイッチ用ＴＦＴのゲート端子に与えられるハイレベル電位をＧＨ、ローレベ
ル電位をＧＬという。また、以下の説明では、各ＴＦＴのチャネル型は固定的に決定され
ているが、各ＴＦＴのゲート端子に適切な制御信号を供給できるのであれば、各ＴＦＴは
ｐチャネル型でもｎチャネル型でもよい。
【００６９】
　（第１の参考例）
　図２は、第１の参考例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。図２に示す
画素回路１００は、駆動用ＴＦＴ１１０、スイッチ用ＴＦＴ１１１～１１５、コンデンサ
１２０、および、有機ＥＬ素子１３０を備えている。スイッチ用ＴＦＴ１１１、１１４は
ｎチャネル型、他のＴＦＴはｐチャネル型である。
【００７０】
　画素回路１００は、電源配線Ｖｐ、基準電源配線Ｖｓ、共通陰極Ｖｃｏｍ、走査線Ｇｉ
、制御線Ｗｉ、Ｒｉ、および、データ線Ｓｊに接続されている。このうち、電源配線Ｖｐ
（第１の電源配線）と共通陰極Ｖｃｏｍ（第２の電源配線）にはそれぞれ一定の電位ＶＤ
Ｄ、ＶＳＳが印加され、基準電源配線Ｖｓ（第３の電源配線）には基準電源調整回路１４
で得られた基準電位Ｖｓｔｄが印加される。共通陰極Ｖｃｏｍは、表示装置内のすべての
有機ＥＬ素子１３０の共通電極となる。
【００７１】
　画素回路１００では、電源配線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍとを結ぶ経路上に電源配線Ｖｐ
側から順に、駆動用ＴＦＴ１１０、スイッチ用ＴＦＴ１１５および有機ＥＬ素子１３０が
直列に設けられている。駆動用ＴＦＴ１１０のゲート端子には、コンデンサ１２０の一方
の電極が接続されている。コンデンサ１２０の他方の電極とデータ線Ｓｊとの間には、ス
イッチ用ＴＦＴ１１１が設けられている。以下、駆動用ＴＦＴ１１０とコンデンサ１２０
の接続点をＡ、コンデンサ１２０とスイッチ用ＴＦＴ１１１の接続点をＢという。接続点
Ｂと電源配線Ｖｐとの間にはスイッチ用ＴＦＴ１１２が設けられ、接続点Ａと駆動用ＴＦ
Ｔ１１０のドレイン端子との間にはスイッチ用ＴＦＴ１１３が設けられ、接続点Ａと基準
電源配線Ｖｓとの間にはスイッチ用ＴＦＴ１１４が設けられている。
【００７２】
　スイッチ用ＴＦＴ１１１、１１２、１１５のゲート端子は走査線Ｇｉに接続され、スイ
ッチ用ＴＦＴ１１３のゲート端子は制御線Ｗｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ１１４のゲ
ート端子は制御線Ｒｉに接続されている。走査線Ｇｉおよび制御線Ｗｉ、Ｒｉの電位はゲ
ートドライバ回路１２によって制御され、データ線Ｓｊの電位はソースドライバ回路１３
によって制御される。
【００７３】
　図３は、画素回路１００のタイミングチャートである。図３には、走査線Ｇｉ、制御線
Ｗｉ、Ｒｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、Ｂの電位の変化と
が示されている。図３では、時刻ｔ０から時刻ｔ５までが１水平走査期間に相当する。以
下、図３を参照して、画素回路１００の動作を説明する。
【００７４】
　時刻ｔ０より前では、走査線Ｇｉと制御線Ｒｉの電位はＧＬ（ローレベル）に、制御線
Ｗｉの電位はＧＨ（ハイレベル）に、データ線Ｓｊの電位は前回の表示データ（１行上の
画素回路に書き込まれた表示データ）に応じたレベルに制御される。このため、スイッチ
用ＴＦＴ１１２、１１５は導通状態、スイッチ用ＴＦＴ１１１、１１３、１１４は非導通
状態となる。また、接続点Ａの電位は画素回路１００に前回書き込まれた表示データに応
じた電位となり、接続点Ｂの電位はＶＤＤとなる。
【００７５】
　時刻ｔ０において走査線Ｇｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１１が導
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通状態に、スイッチ用ＴＦＴ１１２、１１５が非導通状態に変化する。走査線Ｇｉの電位
がＧＨである間（時刻ｔ０から時刻ｔ５までの間）、スイッチ用ＴＦＴ１１５は非導通状
態にあるので、有機ＥＬ素子１３０に電流は流れず、有機ＥＬ素子１３０は発光しない。
【００７６】
　走査線Ｇｉの電位がＧＨである間、データ線Ｓｊの電位は今回の表示データに応じたレ
ベル電位（以下、データ電位Ｖｄａｔａという）に制御される。この間、接続点Ｂはスイ
ッチ用ＴＦＴ１１１を介してデータ線Ｓｊに接続されるので、接続点Ｂの電位はＶｄａｔ
ａとなる。また、時刻ｔ０から時刻ｔ１までの間、スイッチ用ＴＦＴ１１３、１１４は非
導通状態であるので、接続点Ｂの電位がＶＤＤからＶｄａｔａに変化すると、接続点Ａの
電位も同じ量（Ｖｄａｔａ－ＶＤＤ）だけ変化する。
【００７７】
　次に時刻ｔ１において制御線Ｒｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１４
が導通状態に変化する。これにより、接続点Ａはスイッチ用ＴＦＴ１１４を介して基準電
源配線Ｖｓに接続されるので、接続点Ａの電位はＶｓｔｄに変化する。このとき接続点Ｂ
はスイッチ用ＴＦＴ１１１を介してデータ線Ｓｊに接続されているので、接続点Ａの電位
が変化しても、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａのままである。
【００７８】
　基準電源配線Ｖｓの基準電位Ｖｓｔｄは、ゲート端子に基準電位Ｖｓｔｄを印加したと
きに駆動用ＴＦＴ１１０が導通状態となるように決定される。したがって、時刻ｔ１以降
、駆動用ＴＦＴ１１０は必ず導通状態となる。なお、駆動用ＴＦＴ１１０が導通状態とな
ってもスイッチ用ＴＦＴ１１５が非導通状態である間は、有機ＥＬ素子１３０に電流は流
れず、有機ＥＬ素子１３０は発光しない。
【００７９】
　次に時刻ｔ２において制御線Ｒｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１４
が非導通状態に変化する。これにより、接続点Ａは基準電源配線Ｖｓから切り離され、接
続点Ａの電位は固定される。このときコンデンサ１２０には、接続点ＡとＢの電位差（Ｖ
ｓｔｄ－Ｖｄａｔａ）が保持される。
【００８０】
　次に時刻ｔ３において制御線Ｗｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１３
が導通状態に変化する。これにより駆動用ＴＦＴ１１０のゲート端子とドレイン端子が短
絡され、駆動用ＴＦＴ１１０はダイオード接続となる。時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間、
接続点Ａには基準電位Ｖｓｔｄが印加され、時刻ｔ２以降も接続点Ａの電位はコンデンサ
１２０によってＶｓｔｄに保たれる。したがって、時刻ｔ３以降も、駆動用ＴＦＴ１１０
は必ず導通状態となる。
【００８１】
　また、電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ１１０とスイッチ用ＴＦＴ１１３を経由して接続
点Ａに電流が流れ込み、接続点Ａの電位（駆動用ＴＦＴ１１０のゲート端子電位）は駆動
用ＴＦＴ１１０が導通状態である間は上昇する。駆動用ＴＦＴ１１０は、ゲート－ソース
間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ（負の値）になる（すなわち、接続点Ａの電位が（ＶＤＤ＋Ｖｔ
ｈ）になる）と、非導通状態に変化する。したがって、接続点Ａの電位は（ＶＤＤ＋Ｖｔ
ｈ）まで上昇し、駆動用ＴＦＴ１１０は閾値状態（ゲート－ソース間に閾値電圧が印加さ
れた状態）となる。
【００８２】
　次に時刻ｔ４において制御線Ｗｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１３
が非導通状態に変化する。このときコンデンサ１２０には、接続点ＡとＢの電位差（ＶＤ
Ｄ＋Ｖｔｈ－Ｖｄａｔａ）が保持される。
【００８３】
　次に時刻ｔ５において走査線Ｇｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ１１２
、１１５が導通状態に、スイッチ用ＴＦＴ１１１が非導通状態に変化する。これにより、
接続点Ｂは、データ線Ｓｊから切り離され、スイッチ用ＴＦＴ１１２を介して電源配線Ｖ
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ｐに接続される。このため、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａからＶＤＤに変化し、これに伴
い、接続点Ａの電位も同じ量（ＶＤＤ－Ｖｄａｔａ；以下、ＶＢという）だけ変化して（
ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＢ）となる。
【００８４】
　時刻ｔ５以降ではスイッチ用ＴＦＴ１１５は導通状態にあるので、電源配線Ｖｐから駆
動用ＴＦＴ１１０とスイッチ用ＴＦＴ１１５を経由して有機ＥＬ素子１３０に電流が流れ
る。駆動用ＴＦＴ１１０を流れる電流の量は、ゲート端子電位（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＢ）
に応じて増減するが、閾値電圧Ｖｔｈが異なっていても電位差ＶＢ（＝ＶＤＤ－Ｖｄａｔ
ａ）が同じであれば電流量は同じである。したがって、駆動用ＴＦＴ１１０の閾値電圧Ｖ
ｔｈの値にかかわらず、有機ＥＬ素子１３０にはデータ電位Ｖｄａｔａに応じた量の電流
が流れ、有機ＥＬ素子１３０は指定された輝度で発光する。
【００８５】
　上記の動作では、時刻ｔ２においてスイッチ用ＴＦＴ１１４が非導通状態に変化した後
に、時刻ｔ３においてスイッチ用ＴＦＴ１１３が導通状態に変化する。これにより、電源
配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ１１０とスイッチ用ＴＦＴ１１３、１１４を経由して基準電源
配線Ｖｓに電流が流れ込むことを防止し、基準電源配線Ｖｓの電位を安定に保つことがで
きる。また、時刻ｔ２においてコンデンサ１２０に保持された電位差が変化しないので、
閾値電圧のばらつきを正確に補償することができる。
【００８６】
　また、上記の動作では、時刻ｔ４においてスイッチ用ＴＦＴ１１３が非導通状態に変化
した後に、時刻ｔ５においてスイッチ用ＴＦＴ１１１が非導通状態に、スイッチ用ＴＦＴ
１１２が導通状態に変化する。これにより、電源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ１１０とスイ
ッチ用ＴＦＴ１１３を経由して接続点Ａに電流が流れ込むことを防止し、駆動用ＴＦＴ１
１０のゲート端子電位を正確に保持することができる。
【００８７】
　以上に示すように、本参考例に係る表示装置によれば、駆動用ＴＦＴ１１０を導通状態
とする基準電位Ｖｓｔｄを基準電源配線Ｖｓに印加し、スイッチ用ＴＦＴ１１４を導通状
態に制御することにより、駆動用ＴＦＴ１１０のゲート端子に基準電位Ｖｓｔｄを与え、
画素回路の以前の状態にかかわらず、駆動用ＴＦＴ１１０を必ず導通状態に設定すること
ができる。
【００８８】
　したがって、その後にスイッチ用ＴＦＴ１１３を導通状態に、スイッチ用ＴＦＴ１１５
を非導通状態に制御したときに、駆動用ＴＦＴ１１０を確実に閾値状態に設定し、駆動用
ＴＦＴ１１０から有機ＥＬ素子１３０に流れる電流を遮断することができる。よって、駆
動用ＴＦＴ１１０を正しく閾値状態に設定すると共に、有機ＥＬ素子１３０の不要な発光
を防止することができる。不要な発光を防止できれば、表示画面のコントラストが向上し
、有機ＥＬ素子１３０の寿命も長くなる。
【００８９】
　また、ｐチャネル型の駆動用ＴＦＴ１１０を導通状態に設定するためには、ゲート端子
に印加される基準電位Ｖｓｔｄを駆動用ＴＦＴ１１０のソース端子電位よりも閾値電圧Ｖ
ｔｈの分以上低くする必要がある。ところが、基準電位Ｖｓｔｄを低くしすぎると、駆動
用ＴＦＴ１１０が閾値状態になるまでに時間がかかり、駆動用ＴＦＴ１１０の閾値電圧の
ばらつきを補償する処理が１水平走査期間内に完了しないことがある。このため、基準電
位Ｖｓｔｄは、ゲート端子に与えたときに駆動用ＴＦＴ１１０が導通状態になるという条
件を満たす限り、（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）にできるだけ近い電位であることが好ましい。
【００９０】
　画素回路１００は外部から与えられた基準電位Ｖｓｔｄに基づき動作するので、基準電
源調整回路１４などを用いて基準電位Ｖｓｔｄのレベルを自由に設定することができる。
したがって、本参考例に係る表示装置によれば、（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）に近い基準電位Ｖｓ
ｔｄを用いることにより、駆動用ＴＦＴの閾値電圧のばらつきを短時間で補償することが
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できる。
【００９１】
　また、駆動用ＴＦＴ１１０を閾値状態にする前に、コンデンサ１２０には電位差（Ｖｓ
ｔｄ－Ｖｄａｔａ）が保持されるが、この電位差はすべての画素回路で同じである。した
がって、仮に駆動用ＴＦＴ１１０を完全に閾値状態に設定できない場合でも、有機ＥＬ素
子の輝度のばらつきを小さくすることができる。
【００９２】
　（第１の実施形態）
　図４は、本発明の第１の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
図４に示す画素回路２００は、駆動用ＴＦＴ２１０、スイッチ用ＴＦＴ２１１～２１４、
コンデンサ２２０、および、有機ＥＬ素子２３０を備えている。スイッチ用ＴＦＴ２１１
、２１４はｎチャネル型、他のＴＦＴはｐチャネル型である。
【００９３】
　画素回路２００は、第１の参考例に係る画素回路１００（図２）に対して、スイッチ用
ＴＦＴ１１５を削除し、有機ＥＬ素子１３０のカソード端子を陰極配線ＣＡｉ（第２の電
源配線）に接続する変更を施したものである。画素回路２００では、電源配線Ｖｐと陰極
配線ＣＡｉとを結ぶ経路上に電源配線Ｖｐ側から順に、駆動用ＴＦＴ２１０および有機Ｅ
Ｌ素子２３０が直列に設けられている。以上の点を除き、画素回路２００の構成は画素回
路１００と同じである。陰極配線ＣＡｉの電位は、表示装置１０に含まれる電源切替回路
（図示せず）によって制御される。
【００９４】
　図５は、画素回路２００のタイミングチャートである。図５には、走査線Ｇｉ、制御線
Ｗｉ、Ｒｉ、陰極配線ＣＡｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、
Ｂの電位の変化とが示されている。図５では、時刻ｔ０から時刻ｔ５までが１水平走査期
間に相当する。
【００９５】
　図５に示すように、陰極配線ＣＡｉの電位は、時刻ｔ０から時刻ｔ５までの間は所定の
レベルＶｃｈに、それ以外のときはＶＳＳに制御される。電位Ｖｃｈは、駆動用ＴＦＴ２
１０と有機ＥＬ素子２３０を直列に接続した回路の一端に電位ＶＤＤを印加し、他端に電
位Ｖｃｈを印加したときに、有機ＥＬ素子２３０への印加電圧が有機ＥＬ素子２３０の発
光閾値電圧より低くなるように決定される。このため、陰極配線ＣＡｉの電位がＶｃｈで
ある間（時刻ｔ０から時刻ｔ５までの間）、有機ＥＬ素子２３０に発光に寄与する電流は
流れず、有機ＥＬ素子２３０は発光しない。以上の点を除き、画素回路２００の動作は画
素回路１００と同じである。
【００９６】
　以上に示すように、本実施形態に係る表示装置では、画素回路に対する書き込み時には
、陰極配線ＣＡｉの電位は有機ＥＬ素子２３０に電流が流れないレベルに制御される。し
たがって、電源配線Ｖｐと陰極配線ＣＡｉとを結ぶ経路上にスイッチ用ＴＦＴを設けなく
ても、第１の参考例と同じ効果（駆動用ＴＦＴの閾値電圧のばらつきを正しく短時間で補
償し、有機ＥＬ素子の不要な発光を防止する）を得ることができる。
【００９７】
　（第２の参考例）
　図６は、第２の参考例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。図６に示す
画素回路３００は、駆動用ＴＦＴ３１０、スイッチ用ＴＦＴ３１１～３１５、コンデンサ
３２０、および、有機ＥＬ素子３３０を備えている。画素回路３００に含まれるＴＦＴは
、いずれもｐチャネル型である。
【００９８】
　画素回路３００は、第１の参考例に係る画素回路１００（図２）に対して、ｎチャネル
型のＴＦＴをｐチャネル型のＴＦＴに変更し、各ＴＦＴのゲート端子を適切な信号線に接
続する変更を施したものである。画素回路３００では、スイッチ用ＴＦＴ３１１、３１３
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のゲート端子は走査線Ｇｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ３１２、３１５のゲート端子は
制御線Ｅｉに接続され、スイッチ用ＴＦＴ３１４のゲート端子は制御線Ｒｉに接続されて
いる。以上の点を除き、画素回路３００の構成は画素回路１００と同じである。制御線Ｅ
ｉの電位は、ゲートドライバ回路１２によって制御される。
【００９９】
　図７は、画素回路３００のタイミングチャートである。図７には、走査線Ｇｉ、制御線
Ｅｉ、Ｒｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、Ｂの電位の変化と
が示されている。図７では、時刻ｔ０から時刻ｔ４までが１水平走査期間に相当する。以
下、図７を参照して、画素回路３００の動作を説明する。
【０１００】
　時刻ｔ０より前では、走査線Ｇｉと制御線Ｒｉの電位はＧＨに、制御線Ｅｉの電位はＧ
Ｌに、データ線Ｓｊの電位は前回の表示データに応じたレベルに制御される。このため、
スイッチ用ＴＦＴ３１２、３１５は導通状態、スイッチ用ＴＦＴ３１１、３１３、３１４
は非導通状態となる。また、接続点Ａの電位は画素回路３００に前回書き込まれた表示デ
ータに応じた電位となり、接続点Ｂの電位はＶＤＤとなる。
【０１０１】
　時刻ｔ０において制御線Ｅｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ３１２、３
１５が非導通状態に変化する。制御線Ｅｉの電位がＧＨである間（時刻ｔ０から時刻ｔ４
までの間）、スイッチ用ＴＦＴ３１５は非導通状態にあるので、有機ＥＬ素子３３０に電
流は流れず、有機ＥＬ素子３３０は発光しない。
【０１０２】
　制御線Ｅｉの電位がＧＨである間、データ線Ｓｊの電位はデータ電位Ｖｄａｔａに制御
される。時刻ｔ０から時刻ｔ１までの間、接続点Ａ、Ｂは電位が印加された配線から切り
離されるので、接続点Ａ、Ｂの電位は不定となる（実際には時刻ｔ０のレベルから変化し
ない）。
【０１０３】
　次に時刻ｔ１において走査線Ｇｉと制御線Ｒｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用
ＴＦＴ３１１、３１３、３１４が導通状態に変化する。これにより、接続点Ｂはスイッチ
用ＴＦＴ３１１を介してデータ線Ｓｊに接続されるので、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａに
変化する。接続点Ａはスイッチ用ＴＦＴ３１４を介して基準電源配線Ｖｓに接続されるの
で、接続点Ａの電位はＶｓｔｄに変化する。基準電源配線Ｖｓの基準電位Ｖｓｔｄは、第
１の参考例と同様に、ゲート端子に基準電位Ｖｓｔｄを印加したときに駆動用ＴＦＴ３１
０が導通状態となるように決定される。したがって、時刻ｔ１以降、駆動用ＴＦＴ３１０
は必ず導通状態となる。なお、駆動用ＴＦＴ３１０が導通状態となってもスイッチ用ＴＦ
Ｔ３１５が非導通状態である間は、有機ＥＬ素子３３０に電流は流れず、有機ＥＬ素子３
３０は発光しない。
【０１０４】
　一方、スイッチ用ＴＦＴ３１３が導通状態になると、駆動用ＴＦＴ３１０のゲート端子
とドレイン端子が短絡され、駆動用ＴＦＴ３１０はダイオード接続となる。このため、電
源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ３１０とスイッチ用ＴＦＴ３１３を経由して接続点Ａに電流
が流れ込み、接続点Ａの電位はその分だけ上昇する。したがって、接続点Ａの電位は、正
確に言うと、基準電位Ｖｓｔｄよりも少し高い電位（Ｖｓｔｄ＋α）になる。
【０１０５】
　次に時刻ｔ２において制御線Ｒｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ３１４
が非導通状態に変化する。これにより、基準電源配線Ｖｓからスイッチ用ＴＦＴ３１４を
経由して接続点Ａに流れる電流は遮断される。これに代えて、電源配線Ｖｐから駆動用Ｔ
ＦＴ３１０とスイッチ用ＴＦＴ３１３を経由して接続点Ａに電流が流れ込み、接続点Ａの
電位（駆動用ＴＦＴ３１０のゲート端子電位）は駆動用ＴＦＴ３１０が導通状態である間
は上昇する。駆動用ＴＦＴ３１０は、ゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ（負の値）
になる（すなわち、接続点Ａの電位が（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）になる）と、非導通状態に変化
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する。したがって、接続点Ａの電位は（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）まで上昇し、駆動用ＴＦＴ３１
０は閾値状態となる。
【０１０６】
　次に時刻ｔ３において走査線Ｇｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ３１１
、３１３が非導通状態に変化する。このときコンデンサ３２０には、接続点ＡとＢの電位
差（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ－Ｖｄａｔａ）が保持される。
【０１０７】
　次に時刻ｔ４において制御線Ｅｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ３１２
、３１５が導通状態に変化する。これにより、接続点Ｂはスイッチ用ＴＦＴ３１２を介し
て電源配線Ｖｐに接続される。このとき、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａからＶＤＤに変化
し、これに伴い、接続点Ａの電位は同じ量（ＶＤＤ－Ｖｄａｔａ；以下、ＶＢという）だ
け変化して（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＢ）となる。
【０１０８】
　時刻ｔ４以降ではスイッチ用ＴＦＴ３１５は導通状態にあるので、電源配線Ｖｐから駆
動用ＴＦＴ３１０とスイッチ用ＴＦＴ３１５を経由して有機ＥＬ素子３３０に電流が流れ
る。駆動用ＴＦＴ３１０を流れる電流の量は、ゲート端子電位（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＢ）
に応じて増減するが、閾値電圧Ｖｔｈが異なっていても電位差ＶＢ（＝ＶＤＤ－Ｖｄａｔ
ａ）が同じであれば電流量は同じである。したがって、駆動用ＴＦＴ３１０の閾値電圧Ｖ
ｔｈの値にかかわらず、有機ＥＬ素子３３０にはデータ電位Ｖｄａｔａに応じた量の電流
が流れ、有機ＥＬ素子３３０は指定された輝度で発光する。
【０１０９】
　以上に示すように、画素回路３００では、駆動用ＴＦＴ３１０およびすべてのスイッチ
用ＴＦＴ３１１～３１５が同じチャネル型のトランジスタで構成されている。このような
画素回路３００を備えた本参考例に係る表示装置でも、各ＴＦＴのゲート端子に適切な制
御信号を供給することにより、第１の参考例と同じ効果を得ることができる。また、同じ
チャネル型のトランジスタは同じマスクを用いて同じプロセスで製造できるので、表示装
置のコストを下げることができる。また、同じチャネル型のトランジスタは異なるチャネ
ル型のトランジスタよりも接近して配置できるので、その分だけ画素回路の面積を他の用
途に利用することができる。
【０１１０】
　（第２の実施形態）
　図８は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。図８
に示す表示装置４０は、図１に示す表示装置１０において、基準電源調整回路１４を基準
電位制御回路４８に置換したものである。表示装置４０では、画素回路Ａｉｊに基準電位
を供給するために、すべての画素回路Ａｉｊに接続された基準電源配線Ｖｓに代えて、各
行の画素回路Ａｉｊに接続されたｎ本の制御線Ｒｉが使用される。
【０１１１】
　基準電位制御回路４８は、電圧制御信号ＰＤＡに基づき、２種類の基準電位（以下、Ｖ
ｓｈ、Ｖｓｌという）のレベルを調整する。基準電位制御回路４８は、ｎ本の制御線Ｒｉ
に接続されており、制御線Ｒｉの電位を個別にＶｓｈとＶｓｌの間で切り替える。
【０１１２】
　図９は、本発明の第２の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。
図９に示す画素回路４００は、駆動用ＴＦＴ４１０、スイッチ用ＴＦＴ４１１～４１５、
コンデンサ４２０、および、有機ＥＬ素子４３０を備えている。スイッチ用ＴＦＴ４１１
はｎチャネル型、他のＴＦＴはｐチャネル型である。
【０１１３】
　画素回路４００は、第１の参考例に係る画素回路１００（図２）に対して、スイッチ用
ＴＦＴ１１４をｐチャネル型のＴＦＴに変更し、変更後のＴＦＴを制御線Ｒｉにダイオー
ド接続する変更を施したものである。画素回路４００では、スイッチ用ＴＦＴ４１４のゲ
ート端子とドレイン端子はいずれも制御線Ｒｉ（第３の電源配線）に接続されている。以
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上の点を除き、画素回路４００の構成は画素回路１００と同じである。
【０１１４】
　図１０は、画素回路４００のタイミングチャートである。図１０には、走査線Ｇｉ、制
御線Ｗｉ、Ｒｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、Ｂの電位の変
化とが示されている。図１０では、時刻ｔ０から時刻ｔ５までが１水平走査期間に相当す
る。以下、図１０を参照して、画素回路４００と画素回路１００の動作の相違点を説明す
る。
【０１１５】
　図１０に示すように、制御線Ｒｉの電位は、時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間はＶｓｌに
、それ以外のときはＶｓｈに制御される。基準電位Ｖｓｈ、Ｖｓｌは、後述する条件を満
たすように決定される。
【０１１６】
　時刻ｔ１において制御線Ｒｉの電位がＶｓｌに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ４１４の
ゲート端子電位とドレイン端子電位はいずれもＶｓｌに変化する。ｐチャネル型のスイッ
チ用ＴＦＴ４１４は、ゲート－ソース間電圧が閾値電圧よりも低ければ（すなわち、電位
Ｖｓｌが接続点Ａの電位よりもスイッチ用ＴＦＴ４１４の閾値電圧分以上に低ければ）、
導通状態となる。
【０１１７】
　また、スイッチ用ＴＦＴ４１４が導通状態になると、接続点Ａからスイッチ用ＴＦＴ４
１４を経由して制御線Ｒｉに電流が流れ出し、接続点Ａの電位はスイッチ用ＴＦＴ４１４
が導通状態である間は下降する。スイッチ用ＴＦＴ４１４は、ゲート－ソース間電圧が閾
値電圧Ｖｔｈ’（負の値）になる（すなわち、接続点Ａの電位が（Ｖｓｌ－Ｖｔｈ’）に
なる）と、非導通状態に変化する。したがって、接続点Ａの電位は（Ｖｓｌ－Ｖｔｈ’）
まで下降する。さらに、このときの接続点Ａの電位が駆動用ＴＦＴ４１０のソース端子電
位よりも閾値電圧Ｖｔｈ（負の値）分以上低ければ（すなわち、Ｖｓｌ－Ｖｔｈ’＜ＶＤ
Ｄ＋Ｖｔｈが成り立てば）、駆動用ＴＦＴ４１０は導通状態となる。
【０１１８】
　そこで、基準電位Ｖｓｌは、以前の接続点Ａの電位にかかわらず、スイッチ用ＴＦＴ４
１４のゲート端子に基準電位Ｖｓｌを印加すると、スイッチ用ＴＦＴ４１４が導通状態と
なり、さらに駆動用ＴＦＴ４１０が導通状態となるように決定される。これに対して、基
準電位Ｖｓｈは、以前の接続点Ａの電位にかかわらず、スイッチ用ＴＦＴ４１４のゲート
端子に基準電位Ｖｓｈを印加すると、スイッチ用ＴＦＴ４１４が非導通状態となるように
決定される。これらの条件を満たすＶｓｈとＶｓｌの間で制御線Ｒｉの電位を切り替える
ことにより、１本の制御線だけを用いて駆動用ＴＦＴ４１０を導通状態に設定することが
できる。
【０１１９】
　以上に示すように、画素回路４００では、スイッチ用ＴＦＴ４１４を制御線Ｒｉにダイ
オード接続した上で、制御線Ｅｉの電位をＶｓｈとＶｓｌの間で切り替えることにより、
スイッチ用ＴＦＴ４１４を導通状態および非導通状態に切り替え、駆動用ＴＦＴ４１０を
導通状態に設定することができる。したがって、画素回路４００を備えた本実施形態に係
る表示装置によっても、第１の参考例と同じ効果を得ることができる。また、スイッチ用
ＴＦＴ４１４を制御する配線が不要となるので、表示装置の回路規模を削減することがで
きる。
【０１２０】
　（第３の実施形態）
　図１１は、本発明の第３の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である
。図１１に示す画素回路５００は、駆動用ＴＦＴ５１０、スイッチ用ＴＦＴ５１１～５１
５、コンデンサ５２０、および、有機ＥＬ素子５３０を備えている。スイッチ用ＴＦＴ５
１１、５１４はｎチャネル型、他のＴＦＴはｐチャネル型である。
【０１２１】
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　画素回路５００は、第１の参考例に係る画素回路１００（図２）に対して、スイッチ用
ＴＦＴ１１２を基準電源配線Ｖｓに接続する変更を施したものである。画素回路５００で
は、接続点Ｂと基準電源配線Ｖｓとの間に、スイッチ用ＴＦＴ５１２が設けられている。
以上の点を除き、画素回路５００の構成は画素回路１００と同じである。
【０１２２】
　図１２は、画素回路５００のタイミングチャートである。図１２には、走査線Ｇｉ、制
御線Ｗｉ、Ｒｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、Ｂの電位の変
化とが示されている。図１２では、時刻ｔ０から時刻ｔ５までが１水平走査期間に相当す
る。以下、図１２を参照して、画素回路５００と画素回路１００の動作の相違点を説明す
る。
【０１２３】
　図１２に示すように、画素回路５００は、時刻ｔ０から時刻ｔ５までの間、画素回路１
００と同じように動作する。時刻ｔ５において走査線Ｇｉの電位がＧＬに変化すると、ス
イッチ用ＴＦＴ５１２、５１５が導通状態に、スイッチ用ＴＦＴ５１１が非導通状態に変
化する。これにより、接続点Ｂは、データ線Ｓｊから切り離され、スイッチ用ＴＦＴ５１
２を介して基準電源配線Ｖｓに接続される。このため、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａから
Ｖｓｔｄに変化し、これに伴い、接続点Ａの電位も同じ量（Ｖｓｔｄ－Ｖｄａｔａ；以下
、ＶＣという）だけ変化して（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＣ）となる。
【０１２４】
　時刻ｔ５以降ではスイッチ用ＴＦＴ５１５は導通状態にあるので、電源配線Ｖｐから駆
動用ＴＦＴ５１０とスイッチ用ＴＦＴ５１５を経由して有機ＥＬ素子５３０に電流が流れ
る。駆動用ＴＦＴ５１０を流れる電流の量は、ゲート端子電位（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＣ）
に応じて増減するが、閾値電圧Ｖｔｈが異なっていても電位差ＶＣ（＝Ｖｓｔｄ－Ｖｄａ
ｔａ）が同じであれば電流量は同じである。したがって、駆動用ＴＦＴ５１０の閾値電圧
Ｖｔｈの値にかかわらず、有機ＥＬ素子５３０にはデータ線Ｓｊに印加された電位Ｖｄａ
ｔａに応じた量の電流が流れ、有機ＥＬ素子５３０は指定された輝度で発光する。
【０１２５】
　以上に示すように、画素回路５００では、スイッチ用ＴＦＴ５１２は、接続点Ｂと基準
電源配線Ｖｓとの間に設けられている。このような画素回路５００を備えた本実施形態に
係る表示装置によっても、駆動用ＴＦＴ５１０のゲート端子電位はデータ電位Ｖｄａｔａ
に応じたレベルに保持されるので、第１の参考例と同じ効果を得ることができる。これに
加えて本実施形態に係る表示装置によれば、以下に示すように、表示品位を向上させるた
めのピーク輝度調整を容易に行うことができる。
【０１２６】
　従来の表示装置でピーク輝度調整を行うためには、例えば、表示データをメモリなどに
蓄積してピーク輝度を求め、求めたピーク輝度に応じた変換処理を表示データに施し、変
換後の表示データに応じた電位を画素回路に与える必要がある。ところが、これらの処理
を行うためには、表示制御回路あるいはソースドライバ回路にメモリや演算回路を追加し
、ソースドライバ回路の出力部分にピーク輝度調整に対応した回路を追加する必要がある
。このため、従来の表示装置にピーク輝度調整機能を追加すると、表示装置のコストや消
費電力が大きく増加する。
【０１２７】
　これに対して、本実施形態に係る表示装置では、駆動用ＴＦＴ５１０のゲート端子電位
は（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ＋ＶＣ）であり、電位ＶＤＤ、Ｖｔｈは固定値であるので、有機ＥＬ
素子５３０の輝度は電位差ＶＣ（＝Ｖｓｔｄ－Ｖｄａｔａ）に応じて増減する。したがっ
て、データ電位Ｖｄａｔａを個別に変更しなくても、基準電源調整回路１４でピーク輝度
に応じて基準電位Ｖｓｔｄを調整することにより、有機ＥＬ素子５３０の輝度を一律に調
整することができる。この場合、ソースドライバ回路の出力部に回路を追加する必要はな
い。したがって、本実施形態に係る表示装置によれば、少量の回路を追加するだけで、表
示データを変更することなく、ピーク輝度調整を容易に行うことができる。
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【０１２８】
　（第４の実施形態）
　図１３は、本発明の第４の実施形態に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である
。図１３に示す画素回路６００は、駆動用ＴＦＴ６１０、スイッチ用ＴＦＴ６１１～６１
５、コンデンサ６２０、および、有機ＥＬ素子６３０を備えている。スイッチ用ＴＦＴ６
１２、６１４、６１５はｐチャネル型、他のＴＦＴはｎチャネル型である。
【０１２９】
　画素回路６００は、第３の実施形態に係る画素回路５００（図１１）に対して、駆動用
ＴＦＴ５１０とスイッチ用ＴＦＴ５１３をｎチャネル型のＴＦＴに、スイッチ用ＴＦＴ５
１４をｐチャネル型のＴＦＴに変更し、電源配線Ｖｐと共通陰極Ｖｃｏｍとを結ぶ経路上
の素子の配置順序を変える変更を施したものである。画素回路６００では、電源配線Ｖｐ
と共通陰極Ｖｃｏｍとを結ぶ経路上に電源配線Ｖｐ側から順に、有機ＥＬ素子６３０、ス
イッチ用ＴＦＴ６１５および駆動用ＴＦＴ６１０が直列に設けられている。以上の点を除
き、画素回路６００の構成は画素回路５００と同じである。
【０１３０】
　図１４は、画素回路６００のタイミングチャートである。図１４には、走査線Ｇｉ、制
御線Ｗｉ、Ｒｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、Ｂの電位の変
化とが示されている。図１４では、時刻ｔ０から時刻ｔ５までが１水平走査期間に相当す
る。以下、図１４を参照して、画素回路６００の動作を説明する。
【０１３１】
　時刻ｔ０より前では、走査線Ｇｉと制御線Ｗｉの電位はＧＬに、制御線Ｒｉの電位はＧ
Ｈに、データ線Ｓｊの電位は前回の表示データに応じたレベルに制御される。このため、
スイッチ用ＴＦＴ６１２、６１５は導通状態、スイッチ用ＴＦＴ６１１、６１３、６１４
は非導通状態となる。また、接続点Ａの電位は画素回路６００に前回書き込まれたデータ
に応じた電位となり、接続点Ｂの電位はＶｓｔｄとなる。
【０１３２】
　時刻ｔ０において走査線Ｇｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ６１１が導
通状態に、スイッチ用ＴＦＴ６１２、６１５が非導通状態に変化する。走査線Ｇｉの電位
がＧＨである間（時刻ｔ０から時刻ｔ５までの間）、スイッチ用ＴＦＴ６１５は非導通状
態にあるので、有機ＥＬ素子６３０に電流は流れず、有機ＥＬ素子６３０は発光しない。
【０１３３】
　走査線Ｇｉの電位がＧＨである間、データ線Ｓｊの電位はデータ電位Ｖｄａｔａに制御
される。この間、接続点Ｂはスイッチ用ＴＦＴ６１１を介してデータ線Ｓｊに接続される
ので、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａとなる。また、時刻ｔ０から時刻ｔ１までの間、スイ
ッチ用ＴＦＴ６１３、６１４は非導通状態であるので、接続点Ｂの電位がＶｓｔｄからＶ
ｄａｔａに変化すると、接続点Ａの電位も同じ量（Ｖｄａｔａ－Ｖｓｔｄ）だけ変化する
。
【０１３４】
　次に時刻ｔ１において制御線Ｒｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ６１４
が導通状態に変化する。これにより、接続点Ａはスイッチ用ＴＦＴ６１４を介して基準電
源配線Ｖｓに接続されるので、接続点Ａの電位はＶｓｔｄに変化する。このとき接続点Ｂ
はスイッチ用ＴＦＴ６１１を介してデータ線Ｓｊに接続されているので、接続点Ａの電位
が変化しても、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａのままである。
【０１３５】
　基準電源配線Ｖｓの基準電位Ｖｓｔｄは、ゲート端子に基準電位Ｖｓｔｄを印加したと
きに駆動用ＴＦＴ６１０が導通状態となるように決定される。したがって、時刻ｔ１以降
、駆動用ＴＦＴ６１０は必ず導通状態となる。なお、駆動用ＴＦＴ６１０が導通状態とな
ってもスイッチ用ＴＦＴ６１５が非導通状態である間は、有機ＥＬ素子６３０に電流は流
れず、有機ＥＬ素子６３０は発光しない。
【０１３６】
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　次に時刻ｔ２において制御線Ｒｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ６１４
が非導通状態に変化する。これにより、接続点Ａは基準電源配線Ｖｓから切り離され、接
続点Ａの電位は固定される。このときコンデンサ６２０には、接続点ＡとＢの電位差（Ｖ
ｓｔｄ－Ｖｄａｔａ）が保持される。
【０１３７】
　次に時刻ｔ３において制御線Ｗｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ６１３
が導通状態に変化する。これにより駆動用ＴＦＴ６１０のゲート端子とドレイン端子が短
絡され、駆動用ＴＦＴ６１０はダイオード接続となる。時刻ｔ１から時刻ｔ２までの間、
接続点Ａには基準電位Ｖｓｔｄが印加され、時刻ｔ２以降も接続点Ａの電位はコンデンサ
６２０によってＶｓｔｄに保たれる。したがって、時刻ｔ３以降も、駆動用ＴＦＴ６１０
は必ず導通状態となる。
【０１３８】
　また、接続点Ａからスイッチ用ＴＦＴ６１３と駆動用ＴＦＴ６１０を経由して共通陰極
Ｖｃｏｍに電流が流れ出し、接続点Ａの電位（駆動用ＴＦＴ６１０のゲート端子電位）は
駆動用ＴＦＴ６１０が導通状態である間は下降する。駆動用ＴＦＴ６１０は、ゲート－ソ
ース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ（正の値）になる（すなわち、接続点Ａの電位が（ＶＳＳ＋
Ｖｔｈ）になる）と、非導通状態に変化する。したがって、接続点Ａの電位は（ＶＳＳ＋
Ｖｔｈ）まで下降し、駆動用ＴＦＴ６１０は閾値状態となる。
【０１３９】
　次に時刻ｔ４において制御線Ｗｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ６１３
が非導通状態に変化する。このときコンデンサ６２０には、接続点ＡとＢの電位差（ＶＳ
Ｓ＋Ｖｔｈ－Ｖｄａｔａ）が保持される。
【０１４０】
　次に時刻ｔ５において走査線Ｇｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ６１２
、６１５が導通状態に、スイッチ用ＴＦＴ６１１が非導通状態に変化する。これにより、
接続点Ｂは、データ線Ｓｊから切り離され、スイッチ用ＴＦＴ６１２を介して基準電源配
線Ｖｓに接続される。このため、接続点Ｂの電位はＶｄａｔａからＶｓｔｄに変化し、こ
れに伴い、接続点Ａの電位も同じ量（Ｖｓｔｄ－Ｖｄａｔａ；以下、ＶＣという）だけ変
化して（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋ＶＣ）となる。
【０１４１】
　時刻ｔ５以降ではスイッチ用ＴＦＴ６１５は導通状態にあるので、電源配線Ｖｐからス
イッチ用ＴＦＴ６１５と駆動用ＴＦＴ６１０を経由して共通陰極Ｖｃｏｍに流れる電流が
有機ＥＬ素子６３０にも流れる。駆動用ＴＦＴ６１０を流れる電流の量は、ゲート端子電
位（ＶＳＳ＋Ｖｔｈ＋ＶＣ）に応じて増減するが、閾値電圧Ｖｔｈが異なっていても電位
差ＶＣ（＝Ｖｓｔｄ－Ｖｄａｔａ）が同じであれば電流量は同じである。したがって、駆
動用ＴＦＴ６１０の閾値電圧Ｖｔｈの値にかかわらず、有機ＥＬ素子６３０にはデータ線
Ｓｊに印加された電位Ｖｄａｔａに応じた量の電流が流れ、有機ＥＬ素子６３０は指定さ
れた輝度で発光する。
【０１４２】
　以上に示すように、画素回路６００は、ｎチャネル型の駆動用ＴＦＴ６１０を含んでい
る。このような画素回路６００を備えた本実施形態に係る表示装置によっても、第３の実
施形態と同様に、第１の参考例と同じ効果と、ピーク輝度調整を容易に行えるという効果
を得ることができる。
【０１４３】
　（第３の参考例）
　図１５は、第３の参考例に係る表示装置に含まれる画素回路の回路図である。図１５に
示す画素回路７００は、駆動用ＴＦＴ７１０、スイッチ用ＴＦＴ７１１～７１５、コンデ
ンサ７２０、および、有機ＥＬ素子７３０を備えている。スイッチ用ＴＦＴ７１１、７１
４はｎチャネル型、他のＴＦＴはｐチャネル型である。
【０１４４】
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　画素回路７００は、第３の実施形態に係る画素回路５００（図１１）に対して、スイッ
チ用ＴＦＴ５１４を異なる箇所に接続する変更を施したものである。図１５において、駆
動用ＴＦＴ７１０とスイッチ用ＴＦＴ７１３、７１５の接続点をＣという。画素回路７０
０では、接続点Ｃと基準電源配線Ｖｓとの間にスイッチ用ＴＦＴ７１４が設けられている
。以上の点を除き、画素回路７００の構成は画素回路５００と同じである。
【０１４５】
　図１６は、画素回路７００のタイミングチャートである。図１６には、走査線Ｇｉ、制
御線Ｗｉ、Ｒｉおよびデータ線Ｓｊに印加される電位の変化と、接続点Ａ、Ｂの電位の変
化とが示されている。図１６では、時刻ｔ０から時刻ｔ４までが１水平走査期間に相当す
る。以下、図１６を参照して、画素回路７００と画素回路５００の動作の相違点を説明す
る。
【０１４６】
　画素回路７００は、時刻ｔ０から時刻ｔ１までの間、画素回路５００と同じように（す
なわち、画素回路１００と同じように）動作する。時刻ｔ１において制御線Ｗｉの電位が
ＧＬに、制御線Ｒｉの電位がＧＨに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ７１３、７１４が導通
状態に変化する。これにより、接続点Ａはスイッチ用ＴＦＴ７１３、７１４を介して基準
電源配線Ｖｓに接続されるので、接続点Ａの電位はＶｓｔｄに変化する。
【０１４７】
　基準電源配線Ｖｓの基準電位Ｖｓｔｄは、ゲート端子に基準電位Ｖｓｔｄを印加したと
きに駆動用ＴＦＴ７１０が導通状態となるように決定される。したがって、時刻ｔ１以降
、駆動用ＴＦＴ７１０は必ず導通状態となる。なお、駆動用ＴＦＴ７１０が導通状態とな
ってもスイッチ用ＴＦＴ７１５が非導通状態である間は、有機ＥＬ素子７３０に電流は流
れず、有機ＥＬ素子７３０は発光しない。
【０１４８】
　一方、スイッチ用ＴＦＴ７１３が導通状態になると、駆動用ＴＦＴ７１０のゲート端子
とドレイン端子が短絡され、駆動用ＴＦＴ７１０はダイオード接続となる。このため、電
源配線Ｖｐから駆動用ＴＦＴ７１０とスイッチ用ＴＦＴ７１３を経由して接続点Ａに電流
が流れ込み、接続点Ａの電位はその分だけ上昇する。したがって、接続点Ａの電位は、正
確に言うと、Ｖｓｔｄよりも少し高い電位（Ｖｓｔｄ＋β）になる。
【０１４９】
　次に時刻ｔ２において制御線Ｒｉの電位がＧＬに変化すると、スイッチ用ＴＦＴ７１４
が非導通状態に変化する。これにより、基準電源配線Ｖｓからスイッチ用ＴＦＴ７１４を
経由して接続点Ａに流れる電流は遮断される。これに代えて、電源配線Ｖｐから駆動用Ｔ
ＦＴ７１０とスイッチ用ＴＦＴ７１３を経由して接続点Ａに電流が流れ込み、接続点Ａの
電位（駆動用ＴＦＴ７１０のゲート端子電位）は駆動用ＴＦＴ７１０が導通状態である間
は上昇する。駆動用ＴＦＴ７１０は、ゲート－ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ（負の値）
になる（すなわち、接続点Ａの電位が（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）になる）と、非導通状態に変化
する。したがって、接続点Ａの電位は（ＶＤＤ＋Ｖｔｈ）まで上昇し、駆動用ＴＦＴ７１
０は閾値状態となる。
【０１５０】
　画素回路７００は、時刻ｔ３以降、画素回路５００の時刻ｔ４以降と同じように動作す
る。時刻ｔ４以降では、駆動用ＴＦＴ７１０の閾値電圧Ｖｔｈの値にかかわらず、有機Ｅ
Ｌ素子７３０にはデータ電位Ｖｄａｔａに応じた量の電流が流れ、有機ＥＬ素子７３０は
指定された輝度で発光する。
【０１５１】
　以上に示すように、画素回路７００では、スイッチ用ＴＦＴ７１４は、基準電源配線Ｖ
ｓと、駆動用ＴＦＴ７１０のドレイン端子（スイッチ用ＴＦＴ７１３に接続された電流入
出力端子）に接続されている。このような画素回路７００を備えた本参考例に係る表示装
置によっても、第３の実施形態と同様に、第１の参考例と同じ効果と、ピーク輝度調整を
容易に行えるという効果を得ることができる。
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【０１５２】
　また、一般に画素回路では、スイッチング素子にリーク電流が流れるために、コンデン
サに保持された電荷は電気光学素子が発光する間に増加または減少し、電気光学素子の輝
度が時間の経過と共に変動するという問題がある。ここで、接続点Ａに接続されたスイッ
チ用ＴＦＴの個数は、画素回路５００では２個であるのに対し、画素回路７００では１個
である。このように画素回路７００では、駆動用ＴＦＴ７１０のゲート端子に接続された
スイッチ用ＴＦＴの個数が少ないので、リーク電流も少なく、コンデンサ７２０に保持さ
れた電荷も変動しにくい。したがって、本参考例に係る表示装置によれば、駆動用ＴＦＴ
７１０のゲート端子電位の変動を抑制し、表示品位を高めることができる。
【０１５３】
　なお、画素回路７００は、第３の実施形態に係る画素回路５００に対して、一方の端子
が基準電源配線Ｖｓに接続されたスイッチ用ＴＦＴの他方の端子を駆動用ＴＦＴのドレイ
ン端子に接続する変更を施したものであるが、第１、第２および第４の実施形態に係る画
素回路に対して同じ変更を施してもよい。変更後の画素回路を備えた表示装置によっても
、第３の参考例と同様に、駆動用ＴＦＴのゲート端子電位の変動を抑制し、表示品位を高
めることができる。
【０１５４】
　以上に示すように、各実施形態に係る表示装置によれば、駆動用ＴＦＴの閾値電圧のば
らつきを正しく補償し、有機ＥＬ素子の不要な発光を防止し、表示画面のコントラストを
高め、有機ＥＬ素子の寿命を延ばすことができる。また、本発明は各実施形態に限定され
るものではなく、各実施形態の特徴を適宜組み合わせることもできる。
【産業上の利用可能性】
【０１５５】
　本発明の表示装置は、駆動素子の閾値電圧のばらつきを正しく補償し、電気光学素子の
不要な発光を防止できるという効果を奏するので、有機ＥＬディスプレイやＦＥＤなど、
電流駆動型の表示素子を備えた各種の表示装置に利用することができる。
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